
平成 31 年第 1回南島原市教育委員会定例会

日時 平成 31 年 1月 2 9 日 (火) 午後 2時
場所 南有馬庁舎 2階会議室

議事日程

第 1 開会

第2 前回会議録の承認

第3 会議録署名人の指名

第4 教育長報告

第5 議案審議
議案第 1号 南島原市教育支援委員会の答申について
議案第 2号 南島原市立学校設置条例の一部を改正する条例について
議案第 3号 南島原市世界遺産影響評価委員会条例の一部を改正する条例につい

て
議案第4号 南島原市公民館条例施行規則の一部を改正する規則について
議案第 5号 南島原市原城オアシスセンター条例施行規則の一部を改正する規則

について
報告第 1号 損害賠償の額の決定について
報告第2号 損害賠償の額の決定について

第 6 その他
(1) 準要保護児童生徒就学援助の申請について
(2) 平成 3 0年度南島原市一般会計補正予算 (第 5号) について
(3) 次回教育委員会定例会の開催について
(4) その他

第7 閉会



南島原市教育委員会定例会教育長報告

○平成 3 0年 12 月の諸会議並びに諸行事

26日(水 )14:00定例教育委員会 (南有馬庁舎)

27日(木 )15:00平成 3 0年度第 3回社会教育委員兼公民館運営審議会委員会議 (南有
馬庁舎)

28日(金 )15:00市仕事納め式 (西有家庁舎)

17:00教育委員会仕事納め式 (南有馬庁舎)

29日(土 )20二00消防年末警戒巡視 (口之津地区消防団)

30日(日)20:00消防年末警戒巡視 (南有馬地区消防団)

○平成 31 年 1月の諸会議並びに諸行事

4 日(金 )9:00 市仕事始め式 (西有家庁舎)
11:00平成 31 年南島原市成人式 (コレジョホール)

17:00教育委員会仕事始め式 (南有馬庁舎)

5 日 (土 )9:30 平成 31 年消防出初め式 (コレジヨホール)

7 日(月 )14:00 中学生英語暗唱大会 (カムス)

9 日(水 )15:00平成 31 年度第 1回人事市町別教育長ヒアリング(長崎市)

11 日 (金 )17:00 市商工会第 9回新春賀詞交歓会 (ザ ・マーキーズ)

13 日 (日 )13:00 市 PTA 連合会研究大会 (コレジョホール)

15日 (火 )13:00 平成 3 0年度第 9回教頭会研修会 (コレジヨホール)

18日(金 )13:00島原半島三市校長会合同研修会 (雲仙市)

21日(月 )9:00 部局長会議 (西有家庁舎)
終日第 18 回南島原市セミナリョ版画展審査会 (~2 5 日)( コレジヨ

ホール )

22 日 (火 )14:00 第 11 回 B&G 全国サミット (~2 3 日)( 東京都)

25日(金 )14:00平成 31 年度第 2回人事市町別教育長ヒアリング(長崎市)



議案第1号

南島原市教育支援委員会の答申について

提案理由

南島原市教育支援委員会から、本市に居住する心身に障害のある児童生徒 (就学前
の幼児を含む) に対し、それぞれの能力に応じた教育が受けられるよう、その判定と
就学支援の適正を期するための答申が出された。

このことに伴い、南島原市教育委員会で審査する必要があるので提案する。

平成 31 年 1月 2 9日提出

南島原市教育委員会
教育長 永田 良二



議案第2号

南島原市立学校設置条例の一部を改正する条例について

提案理由

「南島原市立小学校適正規模・適正配置実行計画」に基づき、南島原市立有家小学
校、南島原市立蒲河小学校、南島原市立新切小学校の 3校を廃止し、同 3校を統合し
て、 (仮称)南島原市立有家小学校を設置するため、所要の改正を行うもの。

平成 31 年 1月 2 9日提出

南島原市教育委員会
教育長 永田 良二



南島原市立学校設置条例の一部を改正する条例

南島原市立学校設置条例 (平成18年南島原市条例第71号)の一部を次のように改

正する。

別表第1中

南島原市立有家小学校 南島原市有家町久保180番地

南島原市立蒲河小学校 南島原市有家町蒲河1641番地

南島原市立業界切小学校 南島原市有家町尾上3040番地 3

を

「

(仮称)南島原市立有家小学校 南島原市有家町久保180番地

に改める。

附 則
この条例は、平成33年 4月 1日から施行する。
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南島原市立学校設置条例の一部を改正する条例 新旧対照表

新 旧

別表第1 俳き2条=鄭系) 別表第1 鮮;2条関係)

名称 位置 名称 1 位置

(略) (略)

(1反称)南島原市立有家小学校 南島原市有家町久保180番地 南島原市立有家小学校 南島原市有家出」久保180番地

南島原市立堂崎小学校 南島原市有家町大苑720番地 南島原市立蒲?砂J・学校 南島原市有家町蒲河1641番地

(略) 南島原市立案締切小学校 南島原市有家町昆ト3040番地 3

南島原市立堂崎小学校 南島原市有家町大苑720番地

(略)
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○南島原市立学校館費置条例
平成18年 3月31日条例第71号

改正
平成21年10月 5日条例第27号
平成24年12月25日条例第30号
平成25年12月25日条例第56号
平成26年12月24日条例第24号
平成27年12月21日条例第29号

南島原市立学校館費置条例
(設鱈萱)

第 1条 南島原市は、学校教育法 (昭和22年法律第26号)第 2条第 1項の規定に基づき、同法
第 1条に定める小学校、中学宅交及び幼稚園を設鱈畳する。
(小学校の名称及び位置)

第2条 小学校の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(中学校の名称及び位置)

第3条 中学校の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。
(幼稚園の名称及び位置)

第4条 幼稚園の名称及び位置は、別表第3のとおりとする。
(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、小学校、中ご署交及び幼稚園の管理に関し必要な事項は、
教育委員会捌則で定める。

附 則
この条例は、平成18年 3月31日から施行する。

附 則 (平成21年10月 5日条例第27号)
この条例は、平成22年 4月 1日から施行する。

附 則 (平成24年12月25日条例第30号)
この条例は、平成25年 4月 1日から施行する。

附 則 (平成25年12月25日条例第56号)
この条例は、平成26年 4月 1日から施行する。

附 則 (平成26年12月24日条例第24号)
この条例は、平成27年 4月 1日から施行する。

附 則 (平成27年12月21日条例第29号)
この条例は、平成28年 4月 1日から施行する。

別表第 1悌檎2条関雛渦

名称 位置

南島原市立深江小学校 南島原市深江町丁3168番地

南島原市立深江小学校馬場分校 南島原市深江町丙751番地

南島原市立深江ノト学校言賑方分校 南島原市深江町丁5340番地
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南島原市立小材・学校 南島原市深江町乙1080番地

南島原市立大野木場小学校 南島原市深江町戊3243番地

南島原市立布・砂J・学校 南島原市布津町乙1676番地第 1

南島原市立飯野小学校 南島原市布津町丙2365番地

(仮称)南島原市立有家小学校 南島原市有家町久保180番地

南島原市立堂崎小学校 南島原市有家町大苑720番地

南島原市立西有家小学校 南島原市西有家町須訓133番地1

南島原市立有馬小学校 南島原市北有馬町丁52番地

南島原市立南有馬小学校 南島原市南有馬町乙991番地

南島原市立ロ之・砂 J・学校 南島原市口之津町丁4455番地 3

南島原市立加津佐小学校 南島原市加津佐町己3315番地 1

南島原市立野田小学校 南島原市加津佐町乙1172番地

別表第2悌納 3条関雛系)

名称 位置

南島原市立深江中学校 南島原市深江町丁3179番地

南島原市立布津中学校 南島原市布津町乙1653番地

南島原市立有家中学校 南島原市有家町山川3舞番地

南島原市立西有家中学校 南島原市西有家町須リー191番地

南島原市立北有馬中学校 南島原市北有嗣町丁248番地

南島原市立南有馬中学校 南島原市南有馬町乙856番地5

南島原市立口之津中学校 南島原市口之津町丙3476番地

南島原市立加津佐中学校 南島原市加津佐町己3370番地

別表第3僕檎4条関雛渦

名称 位置
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南島原市立北有馬幼稚園 南島原市北有馬町乙462番地



議案第3号

南島原市世界遺産影響評価委員会条例の一部を改正する条例について

提案理由

機構組織の改編に伴い、所要の改正を行うもの。

平成 31 年 1月 2 9日提出

南島原市教育委員会
教育長 永田 良二



南島原市世界遺産襲影響言習練委員会条例の÷部を改正する条例

南島原市世界遺産蝦影響言軸歯委員会条例 (平成30年南島原市条例第18号)の一部を次

のように改正する。

第7条中「企画振興部世界遺産推進室」を「教育委員会事務局文イリ財課」に改める。

附 則
この条例は、平成31年 4月 1日から施行する。
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南島原市世界遺産影響評価委員会条例の一部を改正する条例 新旧対照表

新 旧

(庶務)

第 7条 評価委員会の庶務は、教育委員会事務局文化財課において処理
す る。

(庶務)

第 7条 評価委員会の庶務は、企画振興部世界遺産推進室において処理
す る。
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○南島原市世界遺産坐影響臨軸繭委員会条例
平成30年 3月22日条例第18号

南島原市世界遺産堂影響霜鞘歯委員会条例
(設置)

第1条 長崎と天彰也方の潜伏キリシタン関連遺産の構成資産である原城跡及びその緩種紗也;帯
で実施する当該遺産に影響を与える可能性のある事業に関して、影響霜酬面を行うため、南島
原市世界遺産男影響言琳両委員会 (以下「言軸旋委員会」という。)を置く。
便所;掌事務)

第2条言軸面委員会は、南島原市教育委員会 (以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、
長崎と天勤也方の潜伏キリシタン関連遺産の構成資産である原城跡及びその帝謝勤笹帯で実施
する当該遺産に影響を与える可能性のある事業に関して、影響言軸面を行い、その結果を教育
委員会に答申する。
　　　　

第3条言朝露委員会は、委員 5人以内をもって糸噺哉し、学識経験を有する者のうちから教育委
員会が委嘱する。
(委員のf翠期)

第 4条 委員瑚田期は、 2年とする。ただし、補欠の委員のf翠期は、前任者の奔弼鵠期間とする。

(委員長)
第5条言軸繭委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総連!し、言軸歯委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、
その晴畿務を代理する。
(会議)

第6条言軸面委員会の会議 (以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長とな
る。

2 言軸繭委員会は、委員の過判掌肋;出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決する
ところによる。

　　　　
第7条言軸萱委員会の庶務は、教育委員会事務局文禍貝編課において処理する。

(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、言軸繭委員会に関し必要な事項は、教育委員会拠則で定

める。

附 則
碗E行期日)

1 この条例は、平成30年 4月 1日から施行する。
(南島原市特別職の耶巌員で非常勤のものの郭濁吸び費用弁償に関する条例の÷部改正)

2 南島原市特別職の職員で非常勤のものの郭灘吸び費用弁償に関する条例 (平成18年南島原
市条例第30号)の÷部を次のように改正する。

(次のよう略)
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議案第4号

南島原市公民館条例施行規則の一部を改正する規則について

提案理由

公民館の休館日を 「12 月 2 9 日から翌年 1月 3 日まで」に統一するため、所要の
改正を行うもの。

平成 31 年 1月 2 9日提出

南島原市教育委員会
.教育長 永田 良二



南島原市公民館条例施行規則の一部を改正する規則

南島原市公民館条例施行規則 (平成18年南島原市教育委員会規則第16号)の一部

を次のように改正する。

第 3条第 1項中 明ー」表のとおり」を「12月29日から翌年 1月 3日まで」に改める。

別表を削る。

附 則
この規則は、平成31年 4月 1日から施行する。

-1-



南島原市公民館条例施行規則の一部を改正する規則 新旧対照表
新 旧

(休館日及び開負部寺間)
第 3条 公民館の休館日は、12月29日から翌年 1月 3日までとする。
2 ・3 (略)

(休館日及び開負部寺間)
第3条 公民館の休館日は、別表のとおりとする。
2 ・3 (略)

別表 (第3条関係)

名称 禰 日 1
南島原市・深江公民館 (1)12 月29日から翌年 1月 3日 l
南島原市布津公民館

(1)12 月29日から翌年 1月 3日

(2) 国民の祝日 1
南島原市削彰公民館

(1)12 月29日から翌年 1月 3日

(2) 毎月第2日曜日及び第4日曜日

(3) 国民の祝日 1
南島原市西有家公民館

(1)12 月29日から翌年 1月 3日

(2) 毎月第 1日曜日及び第3日曜日

(3) 国民の祝日 1
南島原市北有馬折木公民館 (1)12 月29日から翌年 1月 3日 1
南島原市口之津公民館 (1)12 月29日から翌年 1月 3日 l
南島原市加津佐公民館 (1)12 月29日から翌年 1月 3日
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○南島原市公民館条例施行〆塊則
平成18年 3月31日教育委員会塊則第16号

改正
平成28年 3月28日教育委員会塊則第6号

南島原市公民館条例施行縄則
G趣旨)

第 1条 このラ魂則は、南島原市公民館条例 (平成18年南島原市条例第75号。以下「条例」とい
う。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(館長等)

第2条 館長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監鰭 し、負飼養を掌理する。
2 職員は、館長の命を受け事務をつかさどる。

(休館日及び開負部寺間)
第 3条 公民館の休館日は、12月29日から翌年 1月 3日までとする。
2 公民館の開館時間は、午前 8時30分から午後10時までとする。
3 前 2項の規定にかかわらず、南島原市教育委員会 (以下「教育委員会」という。)が必要
と認めるときは、休館日及び開負部寺間を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(利用の申請)

第4条 公民館及び附属設備を利用しようとする者 (以下 味ーi用者」という。)は、南島原市
公民館珠-」用許可申請書 (様式第 1号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければなら
な し・。

2 公民負訴iJ用の申込みは、利用しようとする日の前月の1日から利用前日までの期間内にし
なければならない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(利用期間の制限)
第5条 公民館の利用期間は、引き続き3日を超えることはできない。ただし、教育委員会が
必要と認めるときは、この限りでない。
(利用の許可)

第6条 教育委員会は、公民館の利用を許可したときは、南島原市公民負訴-J用許可書 (様式第
2号)を利用者に交付する。

2 前項の許可書は、公民館を利用する際、館長に提出しなければならない。
(使用料の免除)

第7条 条例第10条の規定により、使用料を免除する場合は、次のとおりとする。
(1) 市又は教育委員会と共催の行事で利用するとき。
(2) 市内公共団体が利用するとき。
(3) 社△ヰ露出団体が利用するとき。
(4) 社会教育関係団体が利用するとき。
(5) 国又は地方公共団体が利用するとき。
(6) 国公立の学校又は学校法人が設立した私立の学校が利用するとき。
(7) 市内の幼稚園、保育園又は認定こども園が利用するとき。
(8) その他教育委員会が特に必要と認めるとき。

2 前項第 2号から第4号までの場合は、設備使用料及び御暖房使用料は、免除の対象としな
し、0

(使用料の還付)
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第8条 条例第11条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、南島原市公民
負酎吏用料還付申請書 (様式第3号)を市長に提出しなければならない。
び＼館の制限)

第9条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、公民館への入館を拒否し、又は
公民館からの退去を命令することができる。
(1) 他人に迷惑をかける行為又は他人に嫌)悪の情を催させる行為をする者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれのある物及び動物の類を携行する
者
(3) その他公民館の管理上支障があると認める者
g禁制ヒ行為)

第10条 公民館 健及地を含む。) 内においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、
教育委員会の許可を受けたときは、この限りでない。
(1) 寄附の募集
(2) 広告物等の掲示若しくは配布又は看板、立札類の設置
(利用者等の守るべき事ぢ鶏

第11条 利用者及び入館者は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 利用団体の責任者は、利用者の指導、監鰭≠等一切の責任を持つこと。
(2) 利用の許可を受けていない方福段及び設備等を利用しないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気を使用しないこと。
(4) ごみ (缶、ビン等) は持ち帰ること。
(5) 許可を受けないで、壁、柱等に張り紙・釘等をしないこと。
(6) 利用が終わったときは、後片付け、清掃、火気の点検を終え、館長又は関雛系職員 (以
下「館長等」という。) に申し出て点検を受けること。

(7) 利用申込みの取消しをするときは、速やかに教育委員会へ届け出ること。
(8) その他館長等の指示に従うこと。
(損壊等の届出)

第12条 建物又は設備等を損傷し、又キ滋威失したときは、直ちに館長等に届け出て、その指示
に従わなければならない。
(所斑員の入室)

第13条 教育委員会は、公民館の管理上必要があると認めるときは、現を琢-J用している施編徴こ
立ち入り、必要な指示をすることができる。
嫌亘設及び設備のf呆王管理

第14条 館長は、教育効果をあげるため常に当該公民館の方錆設及び零役備の保主管理に努めなけ
ればならない。
2 館長は、当該公民館の施錆段及び設備の保王、取得処彫分又は変更について教育委員会に意見
を申し出ることができる。
　　　　

第15条 利用者又は入館者の不注意その他教育委員会の責めに帰することができない事故に対
しては、市はその責めを負わない。
(備え付けるべき表簿及びその保存)

第16条 公民館において備え付けなければならない表簿は、法令に定めるもののほか、次の各
号に掲げるとおりとする。
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(1) 公民館日誌
(2) 出勤簿
(3) 備品台帳及び施編設台帳 (土地及び建物等の図面を含む。)

2 前項各号に掲げる表簿のうち第3号は永年保存とし、その他の表簿は5年間保存するもの
とする。

(報告)
第17条 館長は、各自の事業計画及びその実施ね状況を教育委員会に報告しなければならない。

扮漁官長)
第18条 分准官長は、当該地区において推薦された者を教育委員会が委嘱する。
2 分離官長のf封期は、 2年とする。ただし、再任を妨げない。

(報告事駒
第19条 分離官長は、次の事項について年度末に教育委員会に報告しなければならない。

(1) 事業の実施ね状況
(2) 分漁官の利用状況

2 分館長は、次に掲げる場合には、直ちにその状況及びてん末を教育委員会に報告しなけれ
ばならない。
(1) 分漁官において火災、風水害、圏難等の被害があったとき。
(2) その他必要と認めるとき。
(公民館運営審議会)

第20条 条例第14条の規定に基づき設針阻する南島原市公民館運営審議会 (以下「審議会」とい
う。)に審議会の委員 (以下「委員」という。)の互選により委員長及び副委員長各 1人を
置く。

2 委員長は、審議会の議長となり会務を総括する。
3 副委員長は、委員長をネ漸左し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その節畿務を
代理する。
(会議)

第21条 会議は、館長の諮問により、委員長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

(委任)
第22条 このラ魂則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則
施行期日)

1 このラ魂則は、平成18年 3月31日から施行する。
(経電過措置)

2 この薪堕則の施行の日の前日までに、合併前の深江町立公民館夫粗則 (昭和34年深江町教育委
員会捌則第1号)、西有家公民館管理運営測則 (平成15年西有家町教育委員会捌則第4号)、
公民館管理運営捌則 (昭和54年北有馬町教育委員会槻則第6号)又は加津佐町中央公民館規
則 (昭和47年加津佐町教育委員会棚則第2号)の規定によりなされた処貼分、手続その他の行
為は、それぞれこのヲ塊則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則 (平成28年3月28日教育委員会規則第6号)
このラ魂則は、平成28年 4月 1日から施行する。
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様式第 1号僕檎4条接排系)

年 月 =
南島原市公ー n自利用許 可申請 ,IP

南島原市教育委員会 捌き
住所

申請者‐ 氏名 画む・

‐,.寓話 ,弄り- ( )

南,島原市公民館及鋼肘恥淀櫛め利用を 1・1把に上もr川 鞘礼 ,主寸,・,なお、利用にあたり‐て
頴 川 ,翠条例 ・規 則 鯵 を .ir尊」、

1
」:Lま す ,,

記
稲 川【,IH,,kγ,

" --
歎 馬 キ

.春川『=".-勺

稲 川【,IH,.t々 , 1代′も腎 ,l
.春川『=".-勺 利用者・数 1 人

不堪jlj励磁著?′, 夕げー負.- 室 γコ

利用附属,f装備- ‐十

奉りjljlll碁IE
月

= = 11 1ー 11 時 分 へ. 部、lr 分

日 日 = 11 11 時 分~ 時 “

日 11 ー- 11 11
時 分 ~ -S、li‐ 分

ず‘起 用 羊ゴー

イー・:1÷;←・免除

(理由 )

室γ-・設備r準 =、1rl 一i放 ‘i‐細 ー 小 計 合 計

11,デー.・・.・.▲・・.・・.・ 11'l 円 円

円

‘ - - ′'
′' -;:

・・

・・

備 考‐ 受付者

※ 大様 内 は ,犯人 LA-,,.・二 と ,

免除jli11;-
(1) -iE:<は幸町′〆委員会と共催の行事:
(2) -"′・1公共団体及び社芸福祉団体凝鯖ー:;}教育ー~!Ji寺ミ1,ー月本が利用
(3)1 ヰく上-t地方ダリ'三.ーHずこが.利」11
(“ 国公・‘,′:の学;fiZ又は学校法 人が講・‘,′:L‐.た私語 {ひ)学校が ,利用

(月) 市内の去りfff:間、保育園 .}<“認定ご-ども間が利用
(fi) その他
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様式第2号 (第6条度雛系)
(本人挫〉

年 月 日
南島原市公 民 館 利用 許 可春

様

南島原市被菅書員会

年 月 日付 申請の公民館使用について 下記のとおり利用を許可します。
なお、利用にあたっては、下記の利用条件を遵守するとともに教育委員会 (館長等) の指
示に従ってください。

利用団体名 代表著名
利用目的 利用者数1 人
利用施設名 公民館 1室 名

利用附属設備 11
利用日時 月

日 日 日 日 日 時 分~ 時 分

日 日 日 日 日 時 分~ 時 分

日 日 日 日 日 時 分~ 時 分

使用料

有料十免除
(理由 )

室名・設備等 時間 回数 単価 小 言十 合 計

時間 回 円 円

円

備 考 受付者

《利用条件》
1 利用団体の責任者は、利用者の指導十監督など一切の責任を持つこと,
2 利用の許可を受けていない施設及び韻備等を利用しないごと。
3 所定の場所以外で館・豊 喫煙又は÷火気を使用しないこと。
4 ごみ (缶‐ビン勘 は持ち帰ること。

5 許可を受けないで壁、柱等に張り紙十釘等をしないこと。
6 利用が終わったときは、後片付け、清掃、火気の点、検を終え、館長又は間係職
員に申し出て点検を受けること。

7 利用を取り消すときは、速やかに教育委員会へ届け出ること。
※利用条件に違反があった場合は、今後の利用を禁止する場合があります。
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様式第3号係納8条関係)
南島原市公民館使用料還付申請書

年 月 日
南島原市長 様

申請者 住 所
団体名
代表者 氏名 帥
電 話

南島原市公民館条例施行規則の規定に基づき、下記により使用料を還付くださる
よう申請します。

1 利用予定年月日 年 月 日
2 納 付 年 月 日 年 月 日
3

驚
用を取り止めた

諜
4 墓用を取り止め苗

振

込

先

金融機関名 支店名 種別 口座‐轡号 口座名義

銀行
農協 支店 普当

※ 既納の使用料 1 円
※ 還 付 額 1 円

※印 は、言入しまいで〈だ い。

- 8 -



議案第5号

南島原市原城オアシスセンター条例施行規則の一部を改正する規則につ
し、÷て

提案理由

公民館を含めた社会教育施設の休館日を「12 月 2 9日から翌年 1月 3日まで」に
統一するため、所要の改正を行うもの。

平成 31 年 1月 2 9 日提出

南島原市教育委員会
教育長 く田 良二



南島原市原城オアシスセンター条例施行規則の一部を改正する規則

南島原市原城オアシスセンター条例施行規則 (平成18年南島原市教育委員会規則

第22号) の一部を次のように改正する。

第 3条第 1項中「次のとおり」を「12月29日から翌年 1月 3 日まで」に改め、同

項各号を削る。

附 則
この規則は、平成31年 4月 1日から施行する。

-1-



南島原市原城オアシスセンター条例施行規則の一部を改正する規則 新旧対照表
新 旧

(休館日及び開負部寺間)
第 3条 南島原市原城オアシスセンター (以下「オアシスセンター」という。) の休館

日は、12月29日から翌年 1月 3 日までとする。

2 ・3 (略)

"網館日ノ及び開負部寺間)
第 3条 南島原市原城オアシスセンター (以下「オアシスセンター」という。) の休館

日は、次のとおりとする。

(1) 毎月第 2日曜日及び第4日曜日並びに毎月第 1月曜日及び第 3月曜日
(2)12 月29日から翌年 1月 3日まで

2 ・3 (略)
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○南島原市原城オアシスセンター条例施行≠雑則
平成18年 3月31日教育委員会縄則第22号

改正
平成28年 3月28日教育委員会縄則第10号
平成30年 3月27日教育委員会測則第3号

南島原市原城オアシスセンター条例施行≠雑則
G趣旨)

第1条 このラ塊則は、南島原市原城オアシスセンター条例 (平成18年南島原市条例第81号。以
下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(館長等)

第2条 館長は、所属耶灘員を指揮監鰭≠し、館務を尚理する。
2 職員は、館長の命を受け事務をつかさどる。

(休館日及び開館時間)
第 3条 南島原市原城オアシスセンター (以下「オアシスセンター」という。) の休館日は、

12月29日から翌年 1月 3日までとする。
2 オアシスセンターの開負部寺間は、午前 8時30分から午後10時までとする。
3 前 2項の規定にかかわらず、南島原市教育委員会 (以下「教育委員会」という。)が必要
と認めるときは、休館日及び開館時間を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(利用の申請)

第4条 オアシスセンター及び附属設備を利用しようとする者 (以下「利用者」という。)は、
南島原市原城オアシスセンター利用許可申請書 (様式第 1号)を教育委員会に提出し、その
許可を受けなければならない。
2 オアシスセンター利用の申込みは、利用しようとする日の前月の 1日から利用前日までの
期間内にしなければならない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この
限りでない。

(利用期間の制限)
第 5条 オアシスセンターの利用期間は、引き続き3日を超えることはできない。ただし、教
育委員会が必要と認めるときは、この限りでない。
伸J用の許可)

第6条 教育委員会は、オアシスセンターの利用を許可したときは、南島原市原城オアシスセ
ンター利用許可書 (様寺式第 2号)を利用者に交付する。

2 前項の許可書は、オアシスセンターを利用する際、館長に提出しなければならない。
(使用料の免除)

第7条 条例第10条の規定により、使用料を免除する場合は、次のとおりとする。
(1) 市又は教育委員会と共催の行事で利用するとき。
(2) 市内公共団体が利用するとき。
(3) 社△針餅網団体が利用するとき。
(4) 社会教育陵雛系団体が利用するとき。
(5) 国又は地方公共団体が利用するとき。
(6) 国公立の学校又は学校法人が設立した私立の学校が利用するとき。
(7) 市内の幼稚園、保育園又は認定こども園が利用するとき。
(8) その他教育委員会が特に必要と認めるとき。
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(使用料の還付)
第8条 条例第11条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、南島原市原城
オアシスセンタ÷→吏用料還付申請書 (様式第 3号)を市長に提出しなければならない。
ひ＼館の制限)

第9条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、オアシスセンターへの入館を拒
否し、又はオアシスセンターからの退去を命令することができる。
(1) 他人に迷惑をかける行為又は他人に嫌悪の情を催させる行為をする者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれのある物及び動物の類を携行する
者
(3) その他オアシスセンターの管理上支障があると認める者

g禁止行為)
第10条 オアシスセンター 儒孜地を含む。) 内においては、次に掲げる行為をしてはならない。
ただし、教育委員会の許可を受けたときは、この限りでない。
(1) 寄附の募集
(2) 広告物等の掲示若しくは配布又は看板、立ネ墜頂の設鱈萱
(利用者等の守るべき事F動

第11条 利用者及び入館者は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 利用団体の責任者は、利用者の指雲莫監鰭 等÷切の責任を持つこと。
(2) 利用の許可を受けていない方編没及び設備等を利用しないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気を使用しないこと。
(4) ごみ (缶、ビン等) は持ち帰ること。
(5) 許可を受けないで、壁、柱等に張り紙・釘打ち等をしないこと。
(6) 利用が終わったときは、後片付け、清掃、火気の点検を終え、館長又は陵駆系職員 (以
下「館長等」という。) に申し出て点検を受けること。

(7) 利用申込みの取消しをするときは、速やかに教育委員会へ届け出ること。
(8) その他館長等の指示に従うこと。
(保安の責任)

第12条 利用者は、オアシスセンターを利用するに当たっては、入場者の整理、警備等の保安
及び施鑓奴鵬等のf呆主について責任を負うものとする。

(損壊等の届出)
第13条 建物又は設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに館長等に届け出て、その指示
に従わなければならない。
(耶龍員の入室)

第14条 館長等は、オアシスセンターの管理上必要があると認めるときは、現を琢 r」用している
方編捌こ立ち入り、必要な指示をすることができる。

　　　　
第15条 利用者又は入館者の不注意その他教育委員会の責めに帰することができない事故に対

しては、市は、その責めを負わない。

(委任)
第16条 このラ塊則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則
施行期日)
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1 このラ塊則は、平成18年 3月31日から施行する。

(経革過措置)
2 このラ魂則の施行の日の前日までに、合併前の原城オアシスセンター管理・運営別則 (平成
9年南有馬町教育委員会測則第 1号)の規定によりなされた処尼分、手続その他の行為は、こ
のラ魂則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則 (平成28年3月28日教育委員会塊則第10号)
この薪損りは、平成28年 4月 1日から施行する。

附 則 (平成30年3月27日教育委員会塊則第3号)
このヲ塊則は、平成30年 4月 1日から施行する。

様式第 1号簾檎4条冒謝系)
年 月 日

南島顕市原上成増了シスセンケ「利用Jfnj申請′苧

南島原市教育委員‐充 様

申請 者・ 住 ,-irr

氏名 {口“

　　　　　　　　　　 　

南高原市原域オ丁シスセン ターの利用を f富森二ヒレノ申請 L .‐実11「,.

〆にお、利用に為たって「!二関係 条例 ・規則↓浄化遵守 L .に寸 ,

;最も

利用団体名 代表者‐名

孝lj用 1lrl{J 1 利用音波 1 人

利 用 iE 名
1 多目的;r:一ル 2 研修室 3 行間; 4 公儀室 (fri戸↑)
5 調ぞ皆燕汁嘉 6 情報愛娘¥室 7 トL←‘‐ン〆室

妄り上手3 11 11.-テ
日

日 = = = = 日下 つ}~ ",‘′ う}

日 11 i- 11 = 時 分~ =¥ 分

H H H H 日 日.テ タ}~ 時 分

使 用 "

イー.:r斗 ー免 隆

(理由 }

室 名 ・,溝鯛 .」↓ir; --・毎日曜 回数 -li‘-=… 小 計 合 計
爵「7月 回 円 円

円

ぼれ

ーノ .

1′受付‐者

汚そ 太;境内rt記入 Lない .二と
免除理由

{-) 市には教育委員会と異常廷の行事
{:2) 市内で比L川本及び社会福祉L二=体文は社会数1′日照系団体が利用
{:;) 国 又 !-謝り〆公 .関川 .無力{利用

") 国ケミキ掠り学校 樽 [学校法人が虚空・la.)÷↑私立fノ.)′↓‘:校が利用

{5) 市内の幼稚園、擬音間又は認 どこども園かね」用
{6) その他

- 5 -



様式第2号館炊6条関係)
(本人控)

年 月 日

両 島原市 原城 オア シスセ ン ター利 用許可 書

南島原市製耳要員芸

年 月 日付 申緒の原横オアシスセンター利用について、下記のとおり許可します。な
お、利用にあたっては、下記の利用条件を遵守するとともに教育委員会 (館長等)の指示に従ってく
ださい。

利用団体名 1 代.張者名 l
利 用 目的 1利用音数 1 人

利 用 星 名
1 多目的ポ-〕し 2 研修室 3 和睦 4 会議室 (食堂)
5 調理実習聖: 6 1数長交ョ魅 了 ーレデゴング室

利 用 日時 月

日 日 日 日 日 1寺 分} 時 分

目 目 甘 日 日 1寺 分~ 時 分

日 日 日 日 日 1寺 分~ 時 分

懐 旧 料

有料 ・免 除

く理由 〉

窒名 ・設備等 時間 四数 単価 小 計 合 計
時間 回 円 円

円

備 考 受付著

《利用条件》
1 利用団体の責任者は、利用者朝指導・監督など一切の責任を持つこと。
コ 利用の許可を受けていない施設及び萱謝着等を利用しない主と。
a 断定の場所以外で飲食、喫煙又は火気を使用しなし、こと。
4 ごみ (缶、ビン等 )は持ち帰ること。
5 許可を受けないで壁、柱等に張り紙・釘打ち等をしないこと。
6 利用が終わったときは、後片付け、清掃、火気の点綾を終え、館長又は関係職貝に甲し出て点椎

を受けること。
7 利用を取り渡すときは、速やかに教育垂員会へ届け出ること。

※利用条件に違反があった場合は、今後の利用を禁止する場合があります。

- 6 -



様式第3号 (第8条度雛系)
南鳥原市原横オアシスセンター使用料還付申請書

年 月 日

南島原市長 構

申i諸 住 所

回麟
代表者氏名 の

電 話

南島原中原城オアシスセンター条例施行規則の規定に基づき、下記により使用料を還付くださるよ

う申請します。

1 利 用 予 定 年 月 日 年 月 日

2 納 付 年 月 日 年 月 日

3 利用を取り止めた施設

4 利用を取り止めた理由

振
込
先

金融棚関名 支店名 種別 口座番号 口座名義

緩行

農協
支店

当

※印欄は、記入しない下ください D

ミ既納の使用料 円

…還 付 額 円
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報告第 1号

損害賠償の額の決定について

提案理由

損害賠償の額の決定について、地方自治法 (昭和 2 2年法律第 6 7号)第

18 0条第 2項の規定により、議会へ報告する必要があるため。

平成 31 年 1月 2 9日提出

南島原市教育委員会

教育長 永田 良二



1 公 開用 -

1 賠償の理由

平成 3 0年 11 月 15 日午後 5時 15 分頃、南島原市南有馬白木野体育

館 (南島原市南有馬町丙1779番地4) において、有馬小学校女子ミニバス

ケットボールクラブの練習の見守りをしていた保護者 (母親)2 人の上

に、体育館出入 口の ドアの一部である L字型鉄製板 (3,800mm ×160mm

×80mm 、重さ12k g) が落下し、負傷した事故について、損害賠償の額

を決定する必要があるもの。

2 賠償の金額

3, 710 円

3 賠償する相手方

00375
テキスト ボックス
  



報告第2号

損害賠償の額の決定について

提案理由

損害賠償の額の決定について、地方自治法 (昭和 2 2年法律第 6 7号)第

18 0条第 2項の規定により、議会へ報告する必要があるため。

平成 31 年 1月 2 9日提出

南島原市教育委員会

教育長 永田 良二



1 公 開用 l

1 賠償の理由

平成 3 0年 11 月 15 日午後 5時 15 分頃、南島原市南有馬白木野体育

館 (南島原市南有馬町丙1779番地4) において、有馬小学校女子ミニバス

ケットボールクラブの練習の見守りをしていた保護者 (母親)2 人の上

に、体育館出入 口の ドアの一部である L 字型鉄製板 (3,800mm ×160mm

×80mm 、重さ12k g) が落下し、負傷した事故について、損害賠償の額

を決定する必要があるもの。

2 賠償の金額

2, 3 8 0 円

3 賠償する相手方

00375
テキスト ボックス
   


